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(1)保険料率等の変更

ム「/、、02 _1#IX

基礎献課額

510,000
条文および区分

第15条の'1
第15条の8

部改正

第27号議案品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

第19条の2

保険料率

年度

所得割

均等割

賦

2後期高断者支援金等駄課額

保険料蹴課隈度額

7割減額(1号)

5割減額(2号)

2割減額(3号)

課

条文および区分

令和2年度(案)

第15条のW
第15条の16

所得割

引

フ,1'1 100

39,900

均等御1

39

630.000

27,930

19,950

フ,980

第19条の2

(単位:円・%)

令和元年度

保険料率

献

3介護納イJ金賦課額

年度

所得割

例

所得割

均等割

保険料賦課限度額

7割減額U号)

5割減額(2号)

2割減額(3号)

課

条文および区分

フ.25/100

39,900

均等割

39

610,000

27,930

19,950

フ,980

4軽減対象となるP 得基堆額の引上げ

令和2年度(案)

割

第16条の4
第16条の5

粂文およひX分

所得割

60

第19条の2

2.29 100

12,900

均等割

40

190,000

9,030

6,450

2,580

第19条の2

("対立:円・%)

令和元年度

保険料率

(2)施行期日

年4月 IH

賦

年度

5割減額(2号)

所得基準額算定式

2割減額(3号)

所得基準額算定式

所得割

61

所得割

均等割

保険料賦課隈度額

均 7割減額(1号)
等 5割減額(2号)

割 2割減額(3号)

課

2.2'V I00

12,300

均等割

39

190,000

8,610

6,150

2,460

令手吃年度(案)

年度

割

国保制度改革に伴う特別区の対応方針等について(保険料率関係)

(わ特別区の対応方針

将東的な方向性(都内統一保険料水准、医療費の適正化、収納率の向上、法定外

繰入の解消又は縮減)に沿って段階的に移行すべく23区統一で対応する

なお、特別区の水柚を参考に独自に対応することも可とする。
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令和元年度

'22_ 1区

、

国保制度の広域化佳より、納付金をべースにした保険料率算定を行うこととなっ

たため、特別区においても23区の納付'金額をべースにした新たな統一保険料率方

式により1矧旗料率算定を行うことになった。

なお、東京都が示t各区の収納率を反映した標準保険料率は「参考値』として捉
えることとする。
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(4)法定外繰入の解消又は縮減

上記の激変緩和措置により保険料の引き下げを図るが、激変緩和措置の割合を原

則年1%ずう引き上げ、法定外繰入を段階的に解消御卸川ナることを目指十。

」3】_たな一ξヅ'・・方式(基; )に'ける
策

特別区では新制度開始から6年間保険料の激変緩和措置を実施する。(6作.問か
けて段階的に縮小)

令和2午度では、本来彪、要となる保険料額に960。を乗じた金額を保険料率算定
用の蹴課総額とすることで、保険料率を引き下げ、負担軽減を図る

(保険料賦課総額を減じた分、各区の法定外繰入金で補填ナる)

なお、国や都において{,制度開始から6年間の激変緩和策として追加公費投入し、
保険料負担の軽減を図る
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品,川IX同民健康保険条例

(般被保険者に係る基礎斌課額の保険料率)(般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条の4 般被保険者に係る基礎賦課額の保険料中は、次のとおりとする。第15条の4 般被保険者に係基形創武課額の保険料率は、次のとおりとする

(1)所得割 10(D 所得割 100分の7

(2)被保険者均等割被保r・者 1人につき 3ガ9,900円(2)被保険者均等割被保険名 1人につき 3力9,900円

2 前項第1号の所行割は、般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の田に柘2 前項第1号の所得割は、・般被保険者に係る基礎斌課総額の100分の61に相

当する額を般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎当する額を一般被保険者に係る鳳課期日の属する午の前年の所得に係る基礎

搾除後の総所得金額等の見込額(令第29条の7第2項第4号ただし冉'に規定控除後の総所得金禎牛の見込額(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定

ナる場合仁あつては、国民健康保険法施イ丁規則(昭和33午厚生省令第53易ナる場合にあつて1、同氏健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。

以 F「名令という)第32条の9に規だする力法により補正された後の令客以下「省令」とい、第32条の9仁規足する力法により補正された後の金客

とする。)の総額で除して得た数とし、伺項第2 牙の被保険者均等割は、ー"X とする)の総額で除して得た数とし、"1項第2 号の被保険者均等割は、一般

被保険者に係る基礎賦課総額の100分の39に扣当する額を「該年度の前年度被保険者に係る基礎斌課総額の10伊)の39に相汽する額を当該年度の前年度

およびその心前の2力年度の各年度における般被保険者の数等を勘案しておよびその心荊の2力年座の各年度における般被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額とする算定した数で除して得た額とする。

(基礎賦課限度額)(基礎斌課限度額)

第15条の8 第14条の4ま六は第巧条の5の基礎献課額(般被保険行と退職第15条の8 第14条の4ま六は第巧条の5の基礎賦課額(般被保険者と退職

被保険者等が同一の世帯に屈する場合には、第N条の4の基礎斌課叡ル第15 被保険者等が同の世帯に属する場合には、第H条の4の基礎倣課額と第15

条の5の基礎賦課額との合算額をいう。第19条および第19条の2において同条の5のj,鄭遊賦課纐との合算額をいう。第19条および第19条の2において同

円を超えることができない。じ)は、 63ガ辨を超えることができない じ)は、

(般被保険者に係る後期高麟者支援金等賦課額の保険湘幡の(般被保険者に係る後期高齢者支援金等斌課額の保険料率)

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢行戈援金等斌課額の保険料率は、次第15条の12 般被保険者に係る後期高齢岩支援金等斌課額の保険料*は、次

のとおりとナるのとおりとする。

(D 所得割 10(1)所得割 100分の2.29 21

新旧対照表

(2)被保険者均等割被保険者 1人につき 1/j2,300円(2)被保険者均等割被保険者1人につき 1 万290

2 前項第1号の所得割は、般被保険者に係る後期高齢者文援金等賦課総額2 前項第1,号の所得割は、弗野皮保険者に係る後期高齡者支援金等賦課総額

の100分の印に相当する額を般被保険者に係る献課期日の属する年の前午の!00分の61に相汽する額を般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎1空除後の総所得金額等の見込額(令第29条の7第3項第4

号ただし書に規定する場合にあつては、名令第32条の9の2に規定ナる方法

により補正された後の金額とする)の総額で除して得た数とし、同項第20

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額(令第29条の7第3項第4

号ただし書に規定ナる場合にあつては、省令第32条の9の2に規定する方法

により補正された後の金額とする)の総額で除して得た数とし、同項第2号



新

の被保険者均等割は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の10

分の卯に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の2力年度の各年度

における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額とする。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の4 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。

(1)所得割 100分の1.99

(2)被保険者均等割被保険者1人につき 1万5,600円

2 前項第1号の所得割は、介護納付金賦課総額の100分の58に相当する額を介2

護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等の見込額(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金

額とする。)の総額で除して得た数とし、同項第2号の被保険者均等割は、介

護納付金賦課総額の100分の42に相当する額を当該年度の前年度およびその

直前の2力年度の各年度における介護納付金斌課被保険者の数等を勘案して 1百前の2力年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して

算定した数で除して得た額とする。算定した数で除して得た額とする。

(介護納付金賦課限度額)(介護納付金賦課限度客勵

第 16条の5 第 16条の2の1斌課額は、 6 万円を超えることができない。第 16条の5 第 16条の2の賦課額は、17 万円を超えることができない

q呆険料の減額)(保険料の減額)

第19条の2 次の各号に,,亥"1する納付義務者に村して課する保険料の額は、第第19条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第

H条の4または第15条の5の基礎賦課額からそれぞれ当該各号のアに定める 14条の4または第15条の5の基礎賦課額からそれぞれ当該各号のアに定める

額を減額して得た額(野,亥減額して得た額が63万円を超える場合には、63万額を減額して得た額(当該減額して得た額が引万円を超える場合には、61万

)、第15条の10または第15条の13の後期高断者支援金等賦課額からそれぞれ円)、第15条の10または第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額からそれぞれ

当該各号のイに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が19万円を当該各号のイに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が19万円を

超える場合には、19万円)および第16条の2の介護納付金賦課額からそれぞ超える場合には、19万円)および第16条の2の介護納付金賦課額からそれぞ
れ当該各号のウに定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が16力円れ当該各号のウに定める額を減額して得た額(汽該減額して得た額が

を超える場合には、16万円)の合算額とする。を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1)世帯上、当該年度の保険料斌課期日(賦課期日後に、保険料の納付義(1)世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に、保険料の納付綻
務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその111'帯に

属する被保険者および特定同世帯所属者 q去第6条第8号の規定により属する被保険者および特定同世帯所属者 q去第6条第8牙の規定により

被保険者資格を喪失したΠの前Π以後継続して同一のW帯に属する者をい被保険者資格を喪失したΠの前日以後継続して同一の世帯に属する者をい
う。以下伺じ。)にっき算定した地方税法第 314 条の2第1項に規定するう以下同じ。)につき算定した地方税法第 314 条の2第1項に規定する

総所得金額(同法第317条の2第1項第2号に規定する青色専従者給与額総所得金額(同法第317条の2第1項第2号に規定する青色専従者給与

または同法第313条第5項に規定する事業専従者控除額については、同条または同法第313条第5項に規定する事業専従者控除額については、同条

2/4

旧

の被保険者均等割は、般被保険者に係る後期高齢占支援金等賦課総額の

分の39に相当する額を汽該年度の前年度およびその直前の2力年度の各年度

における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額とする

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の4 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。

(1)所得割 1 0分の1.51

(2)被保険者均等割被保険者1人につき 1万5,600円

前項第1号の所得割は、介護納付金賦課総額の100分の52に相当する額を介

護納付金慰課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る膳礎控

除後の総所得金額等の見込額(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金

額とする)の総額で除して得た数とし、同項第2号の被保険者均等割は、介

護納付令賦課総額の100分の48に相当する額を当該年度の前年度およびその



第3項、第4項または第5項の規定を適用せず、所得税法印召和 40年1'、

律第33 号)第脚条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないも

のとし、地方税法第314条の2第1項に規定する山林所得金額および他の

所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第 33 条の2第5項にま

定する上場株式等に係る配当所得等の金額(伺法附則第 35 条の2の6第

11項または第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金を動、同

法附則第器条の3第5項に規定する 1二地等に係る事業所得等の金額、伺

法附則第34条第4項に規定する長期讓波所得の金額、同法附則第35条第

5頃に規定する匁期譲渡所得の金額、同法附則第 35 条の2第5項に規定

する般株式等に係る讓波所行等の金額(同法附則第35条の3第 15項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の

2第5項に規定する上場株式等に係る讓波所得等の金額(同法附則第 3

条の2の6第15項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金荏0、同法附則第35条の4第4項に1

定する先物取引に係る雑所得等の金額(伺法附則第 35 条の4の2第7見

の規定の適用がある場合には、その適IH後の金を動、外国居侘者等所得相互

免除法第8条第2項に規定ナる特例適用利子等の額、外岡居住者等所得相

互免除法第8条第4項に脱定する特例適用配"1等の額、租税条約等実施特

例法第3条の2の2第 10 項に規定する条約適用利 f等の額および租税条

約等突加特例法第3条の2の2第 12 項に規定する条約適用配当等の額を

いう以1この条において伺じ)の算定についても伺様とナる以下この

条において同じ)および山林所得金額ならぴに他の所丹と区分して計算さ

れる所得の令額の合算額が、地方税法第314条の2第2頃に規定ナる金を

を超えない川帯に係る保険料の納付義務者

ア基礎賦課額に係る被保険者均等割額被保険お 1人,、つき2万7,930

イ後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき9,030円

ウ介護納付金献課額に係る被保険行均等割額被保険者1人につき1万

920円

2)前号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と灰

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項に1

定する金額に28万5、000円に当該年度の保険料賦課期日促武課期日後に、保

険料の納付義務が発牛した場合には、二の発生した口とする。)現在におい

第3項、第4項または第5項d 規定を適用せず、所得税法佃召和如午法

律第給号)第57条第1項、第3項または第4項の規定の例によらないも

のとし、地方税法第314条の2第1項に規定する山林所得金額および他の

所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第認条の2第5項に

定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第 35 条の2の6第

11項または第 15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同

法附則第 33 条の3第5項に規定する上地等に係る事業所将等の金額、同

法附則第34条第4項に規定する長期讓渡所得の金額、伺法附則第35条第

5項に規定する短甥譲渡所得の金額、同法附則第 35 条の2第5項に規定

する般株式等に係る譲波所得等の金額(同法附則第35条の3第 15項の

規定の適別がある場介には、その適用後の金額)、同法附則第器条の2の

2第5項に規定する 1・場株式等に係る讓波所行等の金額(同法附則第 3

条の2の6第15項または第35条の3第13項もしくは第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に

定ナる先物取引1、係る雑所得等の金額(同法附則第闘条の4の2第7項

の規定の適用がある場合には、その適1"後の余を動、外凶居侘者等所得相互

免除法第8条第2項に規定する特例適則利f等の額、外国居住者等所得相

互免除法第8条第4項に規定する特例適別配"1等の額、租税条約等実施特

例法第3条の2の2第 10 項に規定する条約適用利子等の額および租税条

約等芙施特例法第3条の2の2第 12 項に規定する条約適用配ゞ'等の額を

いう以下この条において同じ)の算定についても同様とする以 Fこの

条,こおいて同じ)および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算さ

れる所得び金額の合算額が、地力悦法第314条の2第2項に規定する金恕

を超えない川帯に係る保険料の納付義務名

ア基礎賦深額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき2万7,930
円

イ後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき8,610円

ウ介護納付金献課額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき1万

兜0円

2)前号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項に

定する金額に28/11に当該年度の保険料斌課期臼(賦課期日後に、保険料

の納付義務が発生した場合には、その発乍した日とする。)現在においてそ



新

てその世帯に属する被保険者の数および特定同世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって、前号に該当する者以外の者

ア基礎賦課額に係る被保険者均等害1恪頁被保険者1人につき 1万9,950

円

イ後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき6,450円

ウ介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき

フ,800円

3)第1号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第3H条の2第2項に

規定する金額に、52万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に、保

険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者の数と特と伺世帯所属者の数の合計数を乗

じて得六額を加算した金額を超えない川帯に係る保険料の納付義務者であ

つて、前2号に該当する者以外のもの

ア基礎賦課額に係る被保険者均等割額被保険ノ〒1人につき7,980円

イ後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき2,580円

ウ介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき

3,120円

付則

この条例は、令和2年4月1日から施行する

正後の,115条の4、' 15条の8 、,15条の12、-16条の4,i16条の5

および,19条の2の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和兀年

分までの保険料については、なお従前の例による。

旧

の世帯に属する被保険者の数および特定同世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であ

つて、前号に該当する者以外の者

ア基礎賦課額に係る被保険者均等害惰頁被保険者1人につき1万9,950

円

イ後期高畍者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき6,150円

ウ介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき

フ,800円

3)第1号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第3H条の2第2項に

規定する金額に、5 万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に、保

険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者の数と特定同世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超えない伊帯に係る保険料の納付義務者であ

つて、前2号に該当する者以外のもの

ア基徹部武課額に係る被保険名均等害嶋真被保険者1人につき7,980円

イ後期高齢者支援金竿賦課額に係る被保険者均等割額被保険者1人に

つき2,460円

ウ介護納付金斌課額に係る被保険者均等割額被保険者1人につき

3,120円

4/4



■条例の一部改正の概要①
0保険料率の改正(第15条の4、第15条の12、第16条の4)

所得割率 所得割率所得割

(改正後) (改正前) 増減

礎賦課額
フ.14%仁 725X

(医給付分)

後期高者
2.29%仁 2.24%

支援金分

199%仁介納付金分 151%

\10,000

0賦課割合の改正(第15条の4第2項、第15条の12第2項、第16条の4第2項)

賦課割合(改正前)賦課割合(改正後)

礎賦課額
(医療給付分)

後期者
支援金分

介延納付金分

基礎賦課額

39.900

11.970

19,950

31,920

(改正前)

後期高齢者
支援金

12,300

3.890 ・

6,150

9.840

-0."

均等割額
(改正後)

\39,900

\12,900

\15,600

介護納付金

15,600

4,880

フ.800

12,480

0.05

0.48

61:39

均等割額

(改正前)

仁

■条例の一部改正の概要②

60:40

C=

58:42

\39,900

0賦

均等割

増減

仁

\12.300

限度額の改正( 15.、の8、第15.、の16、ゞ 16.、の5)

賦課限度額(改正後)賦課限度額(改正前)

\630,000礎賦課額

後期高,者
支擾

介簾納付金

\15.600

\0

\600

0賦

\0

減額(第19条の2)

軽減基準額(改正後)

33万円

33万円+仂n入者数X28.5万円)

33万円+(加入者数X52万円)

7鞠1、額

5割減額

2割額

\190.000

\170,000

減額後の

均等割額

波額なし

7 減額

5 額

2割減額

\引0.000

\190'000

基礎賦課額

39,900

11,970

19'950

31.920

\160,000

(改正後)

後期高齢者
支援金

12,900

3,870

6,450

10,320

増減

軽減基準額(改正前)

33万円

33万円+(加入者数X28万円)

33万円+(加入者数X51万円)

\20.000

介護納付金

15.600

4,680

フ,800

12,480

\0



■保険料率炉斤イ尋割率・均等割額)の改正①
改正の背

一人当たり医療費が増加したものの、被保険者数の減少により、医療給付費は減少
一方、後期高齡者支援金と介護納付金は高齢化の影響等で増額。

保険料の算定方法

保険料額

礎慰課額

(医療給付分)

以翌甚皐桂X 楊割牢

均割薗Xm入者数

■保険料率炉后号割率・均等害蜷亘)の改正②

゛

鑁期齡者

支分

懸葬準酋X 甥割車

均弊割額X加A者融

基礎賦課額(医療給付分)

所得割率

均等割額

均等割額(7割軽減後の賦課額)

均等割額(5割軽減後の賦課額)

均等割額(2割軽減後の賦課額)

゛

介検納付金分

(40 ~64歳)

撫冥所樗割串
均割髞X加人者敦

令和2年度(案)

フ'14%

\39,900

令和元年度

\11,970

\19,950

\31,920

フ.25%

\39,900

\11,970

減

\19,950

-0.11%

\31920

\0

\0

\0

=



■保険料率炉耐昇割率均等害1,額)の改正③
後期齢者支援金等賦課額(後期

所得割率

均等割額

均等割額(7割軽減後の賦課額)

均等割額(5割軽減後の賦課額)

均等割額(2割軽減後の賦課額)

齢者支援分)

令和2年度()

2.29%

\12900

\3,870

\6,450

\10,320

\0

令和元年度

■保険料率炉耐昇割率・均等害峪動の改正④

2.24%

\12300

介納付金賦課額(介紬付金分)

\3.690

減

\6,150

0.05%

所得割率

均等割額

均等割額(7割軽減後の賦課額)

均等割額(5割軽減後の賦課額)

均等割額(2割軽減後の賦課額)

\9β40

\600

\180

\300

\480

令和2年度(案)

1.99%

\巧,600

令和元年度

\4,680

\フ,800

1.5100

\12,480

\巧,600

\4,680

増減

\フ,800

0.4800

\12,480

\0

\0

\0



■賦課限度額の改正
改正の目

高額所得層の保険料を増額することにより、中問所得層の負担増を緩和する。

賦課限度額

保険料額

令和2年度(案)

礎鰍

(眠療給付

令和元年度

麺

分)

63万円

(+3万円)

゛

哉期

支

■減客熊鋸果・世帯の軽減基準額の改正①

61万円

齢者

分

賦課減額の概要と改正の目的

低所得者の保険料負担軽減を目的とした制度。
世帯主と国保加入者全員の前年所得が基準額以下と判明した世帯の均等割額を減額
する。

軽減基準額を上げることで、軽減対魚世帯の拡大寺園る.

7割減額

19万円

(変更なし)

゛

介體納付金分

(40 ~64 )

19万円

世帯の軽減基準額

炉吊昇額)

5割減額

17万円

(+1万円)

世帯の軽減基準額
炉耐尋額)

2割減額

16万円

世帯の軽減基準額
炉耐与額)

令和2年度(案)

33万円+仂口入者X29.5万円)

33万円

令和2年度(案)

33万円+(加入者X52万円)

令和2年度(案)

令和元年度

33万円+仂口入者X29万円)

33万円

令和元年度

33万円+仂口入者X矗.1万田)

令和元年度

増減

変更なし

一人当ナ6門千円

増滅

一人当ナづj1万円

増減

8

=



■減額賦課・世帯の軽減基準額の改正②
~令和元年度軽減世帯の状況~

■令和元年度軽減世帯の状況

世數

30707

7割軽減 14.039

5割軽減 4,849

3割蛭 3991象

22879

全

53586

※令和2年2月現在

.奔"急

量7罰軽誠

5割註誠

2罰註誠

4?05且

16,983

7β92

6367

30742

72,8卯

保険者数

【参考】保険料の算定方法
紬付金

医療給付費等

の見込み額

点封魚

7向粧胤

罫制報誠

宮凱虹鳳

賦課総額

保険事

業贄(健
納付金

康診査

等)

特別交付金、保険料未収見込額

高齢者支援金分、

介護納付金分も

同様に算定

...

10

賦課総額

都が費用見込みを算出して区市
町村ごとに納付金を算定

所得割総額

所得割率

均等割総額

納付金に保険事業費や交付金
等を増減して賦課総額を算定

均等割額

賦課割合に応じて所得害小均等

割の総額を算定

全体で割り返して、所得割率・均
等割額を算定



【参考】統一保険料方式(基準保険料率)とは?

◆特別区間の申し合わせ。

◆①特別区の一体性、②制度開始(※1)以来同一保険料を
運用してきた経緯を重視。(※2)

◆①都内保険料水準の統一、②医療費の適正化、③収納
率の向上、④法定外繰入の解消又は縮減などの課題に
ついて、将来的な方向性に沿って段階的に移行すべく23

区統一で対応する。(※3)

◆保険料率や保険給付、保険料の減免などを共'準とし
て決め、各区で条例をつくるときには、原則この共通基準
に合わせる。(※3)

※1)昭和34年

※2)平成12年

※3)平成29年

東京都の事業調整のもと伺一保険料率の適用開始。

束京都による事業調整が廃止、自主的に調整を行う「統一保険料方式1寺採用。

国保制度改革を受けて、国保広域化を踏まえた「銃一保険料方式」を申し合わせ。

【参考】特別区基準保険料率による算定方法

賦課総額(特別区総額)

納付金

X96%

^^^^^^^^^^^^^^

特別交付金
^^^

ーー^

医療分と高齢者分は賦課割合
(58:42)で所得割総額と均等割

総額を算出

介護分は賦課割合(57:43)で所

得割総額と均等割総額を算出

賦課総額

12

^^^^^^^^^

所得割総額

[玉^「^

特別区合計の納付金の96%で

賦課総額を算出件寺別区独自

の激変緩和策)。

※保険料未収額は見込まない

均等割総額

事
(
査

険
費

診
)

保
業
康

等



■今回の改正の特徴

ロー人当たりの医療給付費は伸びている。

令和元年度 増減令和2年度

特別区 フ,217円(26%)274,400円281,617円

ロー人当たりの保険料は特別区全体と比べて品川区の増加率が大
きい(品川区の所得水準が比較的高いため)。

品川区

特別区

135,480円

126,202円

令和元年度

132,308円

125,174円

■激変緩和措置(令和2年度)

増減

3,172円(2.40%)

1,028円(0,82%)

国による激変緩
和措置

都独自の財政支
援

特別区の激変緩
和措置

東京都

30,4億円

合計

特別区

13

23.41億円

30.4{意円

割合

0円

121億円

フフ.09i。

144.41億円

14



国民健康保険料の保険料率等の推移①

【基礎分&後期商齢者支援金分】

令和2年度(案)令和元年座 平成30年度

58:1258:'1258:42

as;.1? 3ε:1258:.125B:42 58:42 ε',12

61:39 62:38田:39

6?:38 62:386】:3961:39 60:40

特別区販課割凹

(所得割:均等御D

品川区鍾課 1合

(所得割均等割)

口
゛..、

ロロ Π斗'

鷄礎分支提金分

均井割額

飯継分支按色分

韻課隈度額

蔦礎分支掻童分

6,7Π円

111.1S9円

6.712円

ー".0】、

特 U区 1.人当だり保険"

「、・椛1二k ',仙の而

按金分

金額

2.29舛フ.14寓

52,800円

39.900円 12.90OPI

820.000円

630.000円 190.000円

9.43X

S5.161批 21、.U',51井

1,6、1.1111

+'!.:;6、

IL6.LL11

・5,32、

苛別区
1人当M保陵斜

T二5、 ど.?.;、

諺.200111

39.900円 1?.卸{11」1

800.000円

1;]0'00ι1冉 190、bo0拘

9_.1

"N.、16リ1」;

126.202円

平成豹年座

58:'1?

町,T501η

、.、ヨ円

95.4乃円

9.5,1、

0.20、T、32、

51.000円

:").oon杓口.00011!

;;0.0001司

§SO、0仙円 190.000円

U ト、..1"111」

5SH? 5b;・10

61:39

60:'061:39

30.729円

1.028円

125.1 ;.Ⅱ 11

平成能年座

58:.12

1 !15_1; 10円

+0.82%

-6.51、

※1 一人当たり保険料は各年度の料準試質見込時の比較

135.480円

21」.3:に111

3,惜6μ}

61、

】.96、フ.1;、

.19.500円

3S、100円Ⅱ_10"円

フ:扣,000111

5 ;0.000111 190.no0円

9、.13、

103,230円 32.250円 101.0誥円 31.、.:1ら1井

3E:1? 6S:.12

61:39

田:39 01:3!1

121.9bb l」1

"0.Tt;"円

3,172円

ほ池所排'κ11井1

11:{'、,S'111 、.H.T川叫

:1,5.11円

・Z 辨凡

1:1230N 1リ

2.40%

痔海分史握主ヨ 730易 231菟

1票都均等割節 55.851円

基礎分支換金分42.503円 13.3開円

0 0,,、6.q6、

.16.200円

35..1Ⅱ0円 10'8fl0円

730,0【川円

510.000円 1911.0001司

8、lb、

1 11、..1.1 1 111

616円

!r2二釦1」1 76,151川

フ.252円

・6.52、

961乳

1!12 "2,111!

);,b9コ円

U.16、

101.11】01畦、".3"円
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【介護納付金分】

特別区販課割合

(所得割:均等割)

品川区脈課割合

(所得害上均等割)

保品"桂所母割半
f ,?,川 H 独 n 〕険

品川区均等割語
料

ロ"判K W遣主11゛じ1

宰

朕課限度額等

国民健康保険料の保険料率等の推移②

令和2年度(案)

57:43

137円

和元年座

.U,川υ、当たり偲険井
(誠類折凪による謙知mの偵)

'0..17%

1.99%

5.1:・16

品j1 区

1人当たり保険料

前年度との差

15,600円

平成30年度

170.000円

金額

1.51、

53:47

37.036円

】 5,600円

平成29年座

4,643円

160,000捫

則Ⅱι'

婦'焦釣

14.33X

1.51、

50:50

32.3然Ⅲ

'「 1邑分

キ割額

15,印0円

成28年度

89H111

160,000円

1,39%

2'70%

50150

19'173円

:ξ3.291円

15,600円

2,56N円

160,000円

-8.36%

1.35、

30.7Ⅱ31【1

H,;00円

1,{;051」」

160,000円

+55」、

2り.118円

鄭

ノ
.

介
π

'

区
所

Ⅱ
進

品
螺

一
孝

考
一

品
Ⅲ

区
攝

靖
悍

険
叫
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令和元年度政令指定都市の国民健康保険料率

NO.

都

2

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相摸原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺

市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

特別区

市

3
4

5
6

80万円

80万円

刀万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

80万円

刀万円

刀万円

帥万円

80万円

80万円

80万円

帥万円

80万円

82万円

7
8

9

所得割

127500

10

Π

10.10%

均等割+平等割

66,810円

66.080円

37.400円

60720円

43,950円

46.959円

57.600円

56.100円

60,200円

69.900円

55.535円

33230円

64,703円

65,821円

80.530円

64,320円

69.965円

59,799円

卵.701円

刀,300円

51,000円

12

9.5200

9.2600

13

14

分十支援分)

応益

均等割

23,730円

32.260円

37,400円

26、520円

43950円

46.959円

34.000円

24.900円

33.700円

38.800円

55.535円

33,230円

30,227円

29,673円

47.000円

36,480円

33,825円

27,450円

29,248円

44,700円

5 !,000円

9.210。

15

9.460。

16

フ,75血。

リ

10.7000

18

フ.68゛0

9.69,。

内

平等割

43,080円

33820円

0円

34.200円

0円

0円

23.600円

31.200円

26,500円

31.100円

0円

0円

34.476円

36.148円

33.530円

27,840円

36,140円

32.349円

29,453円

32600円

0円

20

10.22..

1039゜

10.800,

10.900.

12.020,

10.4500

9800,

10.510i

10.6900

10.6100

9.540.

基礎保険料率

応能割

課
額度

賦
限

(



令和2作座(都提小本係数)収入牙小世帯棡成別保険料試算〔モデルケースによる試算〕

保険料率弊
(旧ただし方式)

所僻劇、

均井割額

1人当たり偲険料額

航課隈麿柳

①午金受給者(65歳以上)1人世帶(世帯主(65歳)のみ〕
XIB万円100万円

15.りbo 1.t1110

15.840 15.日40

31年度基則保険舟〔Ⅱ〕(医療十支援)

保険料〔b〕(医疫+支擢)

前年度保陰料との比較

〔竺)ニ〔リ
対前年度比〔b〕/〔.〕

均芥削軒城対段

.,

'卯万円

71b.N":1

745.881

-1,002

31年度基準保険料

58:42 54:46

介分医探+支按分

1.51、

15.6000{

1:{ 550!").!71

Ibo.000HO0、000

②年金受給者(65歳以上)2人批帯

年 収

31午疫基準保険科〔"(医礁+支援)

保険料〔b〕(医擦,支援)
.1

前年度保除料との比較

〔b〕ー〔き〕

対前年度比〔bv〔ヨ〕

均井割幌M対染

^万円

5:」1,.557

528.999

-558

^万円

フ'JT Mι:4

725.151

0

③給与所得者(65歳宋満)1人世帯

年

収

:"年庶基市保険料〔H〕(砥療+支援)

保険料〔b〕(医疫+支橿)
Ξ,

前年度保険料との比較

医療分

7 14、

39.900

95.473

630.000

2年度韮増保険料(共案)賦割合

a忙帯主(65畿)+配偶者(65歳・収入なし)〕

1伽万円 縦リJ万円

".3ZO 31,3ZU

31.680 31.680

360 360

180

1011

14.B45

1028

0.999

620.100

638.406

18.306

1.030

0

0.999

N'3.70{1

θ89.914

26之M

゛

支援金分
2.29..

12.900

30.729

190000

対前年度比〔b〕/〔8〕

幻坪座保険料〔0](医療+支拠介護)

保険料〔d〕(医療,支授゛介護)

前年度保険料との比較

180

2卯万円

1011

Nι,;Ⅱ1'

86.561

小計

f世帯キ(40歳)ωみ〕

※鮎万円

】.,.b"0

15.840

180

943生

52.800

126 ?02

820000

1.01 1

19且

a

,卯万円

1リ!.;0:,

191.421

1002

@給与所得者(65歳未満)2人世帯〔世帯主仏0歳)+配偶者(40歳・収入なし)〕

年

1ω万円:・,8万円 2m万円

("牟度基地保険料〔"〕(医療十支援) 11,」2(, "17.りNI尋.1.0リH

保険料〔b)(医療.支摂) 31.680 54686 168.407
リ

前年度保検料との比較
5朋360 426

化〕・〔,〕
対前年度比〔b〕/〔0〕 10"1.01 1 1003

31'レ産保険料〔C〕(医療'支援'介護) 10.ι;110 _n11..1HO0.0【川

保険料〔d〕(医療'支裸・介護) 41.040 2 ".07870.684

前年度保険料との比較
6官4360 4698

C

1.009

対前年度比〔dv〔C〕

均弊割軒誠計象

〔旦吐電〕

護分

1 99、

15.600

35.950

170000

ユ卯万円

りfl.H03

97.121

1011

-282

7ω万円

60リ.273

608,21 1

-1.062

0,998

712 000

乃4.334

21,"34

1.031

2.742

JO0万円

Z6リ.りリ5

269,218

例胎万円

MO0.UO0

818.598

18.698

1.023

1 、10.1')フ

980641

0999

0

10"

」".."0

20.520

180

1,009

1卯万円

Z7.りり8

28.286

318

J卯万円

2.1:'.90:1

244.221

ーフフフ

1003

jo0万円

:1'1リ.フ"

348,430

-1.281

0.097

0

288

2m万円

1;1b.tlt、1

136.727

1010

3b,H川

36.484

※年金収入153万円及び給与収入那万円は、

均等割のみ世帯の収入上限である

318

品川区

゛ω万円

1'.L,11,5

322018

⑤給与所得岩(65鰻来満)3人世帯

年

収

:"'1三度"坤保険下H"K医(促+支援)

保険料〔b〕(医療゛支援)

前年度保険料との比駮

〔叩一〔旦〕
対前年度比〔b〕/〔き〕

31年度保険料(OH医療゛支援護)

保険料〔d〕(医疫,支綴,介護)
リ

前年度保検料との比較

邑1二 C
対前年度比〔d〕ノ〔0〕

均容削軒袖対染

1.001
0

6卯万円

1:111.:17{、

428.585

-1.791

対前年度比〔d〕〔C〕

均界割輕波対染

0.996

0

3剖

1.011

66

1.000

Ⅱ15.700

170.038

4;338

1.026

0

Jm万円

20:1.0Ⅲ

202.737

-17フ

0、996

H5H .'{0"

887.094

」卯万円

・101.リ 1 1

401.230

0.999

0

.1

/00万円

.211.011

508,740

-2.301

0_995

0

0.996

0

-354

0.998

2・1:!.丁00

249.978

フユフ8

1.030

゛卯万円

',ー'1.ー

272519

斗0 1'

506.359

522

1,001

UO

5θ9.846

15.546

-681

28.794

1034

{
1

印,234

1054

^万円

182.."')

481.385

-1.191

0.998

0

卯0万円

5り,1.r.5:1

591.724

-2.829

0.995

0

〔世併主(40叢)十配偶?「(40識・収人なし)

※貼万円 1 1卯万円

Ib.リNO 凹0.1リ写

47,520 81.086

540 8専8

10111011

1{コ..110 Ub.100

56.880 97.084

540 ga4

1.010 1010

798

0.997

、121.100

334.486

10.386

1 032

0

⑥給与所得.斉(65歳未満)4人世辨

年

収

31年度基携保険料〔.1〕(医疫+支援)

保険料〔b〕(医療+支綴)
前年褒、保酸料との比較

b〕・〔リ
対前年度比〔b〕ノ〔0〕

31午度保険僻〔CH医拠戈援+介:動

保険料〔d〕(医疫゛支慢+介護)
.,

前年度保険料との比較

〔田・(0〕
対前年度比〔d〕/〔C〕

均笄削幌融対染

J伽'円

;+1リ,髭3;

347959

-1,278

0998

π叩万

.,b:1.」 1 1

561.540

-1.701

9伽万円

6H'1.TON

681.309

'卯7J円

6Ⅱ'1,"H3

693.0引

-1.602

0.998

6ω万円

3HI.757

581.799

42

1000

6了230"

691.206

18.906

0

1.010

1卯万円

255.Zリ1

255.537

246

1001

0996

1 1-,】 00

425β46

13,746

1033

6Ⅸ1万円

125.1、1丁

423399

.

-3399

'aDテ円

t,.1 ι、.了5:1

644.52'

0.997

0

0995

0

1023

円

7HO 0";1

フフフ.951

2,142

0997

り10 10"

939894

J卯万円

.,.1゛ r '

325.319

-1.758

0

318378

0.996

500.1【川

517.206

-2229

7卯万円

50.1.8T;1

502.611

-2262

0.996

5り2.500

613.134

20634

〔世帯主(40堪)+配偶新【40歳・収入なし)+子a0叢・1N入なし)+子(5歳・収入なし)〕

1卯力'円 1 ユ帥万円碧;タ゛万円 Jω万円 J卯万円

"2.1;'10 31T.り:1!! 8写,81,!10b.2り8 1',り 9 !フ

63.360 318.897107,486 1呂9.527 430.919

720 66B1 18丑 1.002966

1011 1.0041011 1003 1.伽2

7Z.U{10 早1丁,り0012-.ご00 1リtl,.,〔HI1ι1".リ0U

72,720 123.484 375,498222.838 508.486

720 4,9381.284 8'gE 12.1θ6

1010 1011 1023 1023 1025

0'997

0

卿万円

73{,.リ0H

734.109

-2.799

f・(10歳・収入なし)〕

2m刀円 I J卯万円

307、.1ι11'.【1、,、丁 1 1

308.337210.647

906 桝6

フ.878

1025

-198

0099

:ξι」1 り00

402,886

10.986

1.028

17,106

」卯万円

,1{1 1,,13T

400.759

1034

'伽万円

5りO UH:1

587.481

-2.802

0999

利,.1.700

187.134

22.434

1029

0

0.996

0

H11 100

837."4

25.614

1032

"

0

1 004

678

0_998

打リ.リ00

494.246

御万円

ーー. r-

476.190

-1.158

0.998

5i,フ.り00

585.606

17,706

1031

0

253318

0.995

1、り 1,50"

715.914

24.4M

1035

0

円

4115,bり.1

672.351

5178

π即万円

1)f11.1::1

661.011

1003

3b2.'00

371.178

847倉

1.023

"

1021

14.346

1、030

J卯万円

'17丁,; 1 丁

378'119

如2

1.001

,
1

455686

Im力円

ー゛門".

555.4U

3342

0995

;1MI,5110

引8694

0

462

1.662

28,194

1036

'卯万

ι1.1',.1H.1

640.281

0.997

453559

ι.flo.!0"

681.534

29394

1 032

".6且6

1026

0

78

1000

.100

547.046

21,234

1032

0

2.202

0.997

75'】.:,00

784.3M

之5.014

1.033

U

"
0

'
'

一
'

f一
1

「
'

2
斗
度

リ
一

工
墜

ー
/

コ
年

艇

一
'

2
作
奥

如
度

如
度

導
座

作
度

叩
慢

北
座


